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１ 指定都市の「平成 24 年度国の施策及び予算に関する 

 提案（通称：白本）」について 

 

 

(1) 「国の施策及び予算に関する提案（通称：白本）」とは 

指定都市の「国の施策及び予算に関する提案（通称：白本）」とは、大都市行

政を推進する上で、国の理解・協力を得なければならない特に重要な指定都市

共通の事項について提案書を作成し、政府予算案への反映に向けて、関係省庁

及び政党に対し、各市市長及び議長による要請行動を実施するものです。 
 

(2) これまでの経過と今後の予定 

２月８日 大都市行財政制度特別委員会へ説明（白本の見直し・今後の進め方等）  
２月～５月 提案事項の調整（所管局長会議から提案項目候補を提出） 
６月 17 日  提案事項の協議・全体調整（各市の企画・財政担当合同課長会議） 
６月 27 日        〃     （各市の企画・財政担当合同局長会議） 

７月中旬  各市市長・議長決裁 
７月下旬～ 市長・議長による要請行動（今年度の本市の担当は民主党） 

 

(3) 提案項目（案） 

○ 東日本大震災への対応及び震災対策に係る要請・提案 
○ 税財政・大都市制度に関する提案項目 ：５項目 
○ 個別行政分野に関する提案項目    ：９項目 
※提案項目を 15 項目に絞り重点化するとともに、図表等を掲載しアピール力向

上を図ります。 

※各提案項目の概要は裏面のとおり 
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【提案項目（案）】 

  提 案 項 目 提 案 内 容 

 １ 
東日本大震災への対応及

び震災対策に係る要請・

提案 

＜東日本大震災への対応＞ 
・被災者の安全確保、生活の安定を図るための支援措置 
・訪日旅行の需要回復やコンベンション誘致の取組強化、等

＜震災対策＞ 
・指定都市が臨機応変に被災地支援を行える仕組みの構築 
・東日本大震災を踏まえての防災基本計画の速やかな見直し、等  

２ 
真の分権型社会の実現の

ための国・地方間の税源

配分の是正 

消費税・所得税・法人税など複数の基幹税からの税源移譲に

より、国・地方間の「税の配分」をまずは５：５とすること

の実現 

３ 大都市税財源の充実強化 
個人・法人所得課税及び消費・流通課税に係る国・道府県か

らの税源移譲による大都市税財源の充実強化 

４ 
国庫補助負担金の改革

（地域自主戦略交付金） 
地方が担うべき分野についての国庫補助負担金の廃止と所

要額全額の税源移譲 

５ 地方交付税の改革等 
地方の財政需要や地方税などの収入を的確に見込むことに

よる地方交付税総額の必要額の確保 

税
財
政
・
大
都
市
制
度
関
係 

６ 
新たな大都市制度「特別

自治市」の創設 

現行の指定都市制度を抜本的に見直し、大都市が道府県の事

務も含め、地方の事務とされているもの全てを一元的に担う

大都市制度「特別自治市」の創設 

７ 生活保護制度の抜本改革 
地方の意見を反映した制度の抜本的改革及び生活保護の経

費の全額国庫負担 

８ 
医療保険制度の抜本的改

革 
安定的で持続可能な医療保険制度の構築のため、医療保険制

度の一本化に向けた抜本的改革の早期実現 

９ 
全額国庫負担による子ど

も手当制度の実施等 
子ども手当制度の実施に係る費用の全額国庫負担及び地方

の意見を反映した本年 10 月以降の制度設計 

10 待機児童解消施策の拡充 
保育所整備に係る費用の税源移譲及び税源移譲が行なわれ

るまでの保育所整備に係る財政措置の延長・拡充 

11 
介護保険制度の円滑な実

施 
介護従事者の人材確保対策並びに保険料及び利用料の軽減

等の低所得者対策の実施 

12 
予防接種制度の充実と財

源措置 
子宮頸がん予防ワクチン等の定期接種化、ポリオの不活化ワ

クチンの早期導入及び定期接種に対する財源措置 

13 
妊婦健康診査公費負担制

度の今後のあり方 
妊婦健康診査公費負担制度の継続実施に必要な財政措置の

早期決定及び全国一律の妊婦健康診査制度の早期確立 

14 
県費負担教職員制度の見

直し 
県費負担教職員制度に係る包括的な権限の指定都市への移

譲及び必要な財源の税源移譲による措置 

個
別
行
政
分
野
関
係 

15 
緊急雇用創出事業等の拡

充 
「緊急雇用創出事業」及び「ふるさと雇用再生特別基金事業」

の事業期間延長及び交付金増額 
＜参考資料１：平成 24 年度国の施策及び予算に関する提案(案)＞ 
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２ 指定都市の「平成２４年度大都市財政の実態に即応する財源の拡充

についての要望（通称：青本）」について 

 

（１）「青本」による要望を実施する必要性・背景 
 

ア 「大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望（通称：青本）」とは  
 

「大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望（通称：青本）」

は、大都市の財政需要に対応した都市税源の強化を図るため、毎年、税財政制

度の改正に関して、指定都市市長・議長の共同要望としてまとめているもので

ある。主に年末の国予算の編成や税制改正に向けて、例年10月から11月に、幹

事市の市長・議長による要望や、各指定都市の担当委員会委員による党派別要

望を実施している。 

 

イ 大都市の実態  

 

（ア）大都市の特性 

指定都市の面積は全国の3.1％にすぎないにもかかわらず、全国の２割も

の人口が集中し、商業活動も全国の３割を占めるなど、わが国の中枢を担っ

ている。 

 

 
［グラフ１］【指定都市の全国シェア】  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種統計より作成 通勤圏人口は5％通勤圏人口 

国土面積のわずか３．１％
に全国の約２割の人口、約
３割の商業活動が集中 
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(人口1万人当たり）

保育所入所
待機児童数

8.93%

0.398t
0.433t

1.53人

0.0 1.00.5 32.521.5

生活保護率
12.47‰

19.61‰

5,337台
15,507台

6.68%

2.15人

12時間平均交通量

最低居住水準
未満世帯率

ごみ総排出量
（人口１人当たり）

全国

指定都市

（イ）大都市の課題 

大都市への人口・商業活動の集中の結果、交通量や低い居住水準などの経

済・生活インフラなどの問題、ごみや排気ガスなどの環境問題、福祉などの社

会的課題が生じている。 

［グラフ２］【都市的課題の例】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

ウ 大都市の財政需要  

指定都市への人口や商業の集中は、法人のための需要や、都市インフラの整

備・維持等の需要を発生させ、企業活動支援や道路・公園・下水道などについ

て、高水準の整備が必要となっている。この結果、商工費や土木費は全国平均

より大幅に多い支出となっている。 

 また、市民生活の安心に係る問題、生活保護やホームレスなどの都市的課題や

保育所等の需要に対応するため、福祉関係の支出も全国平均より多くなっている。  

 

［グラフ３］【一人当たり歳出額の例】 

 

 

 

 

 

 

 （単位：千円） 

 

 

 

*各種統計より作成 

※平成20年度 市町村別決算状況調 

9
商工費

土木費

社会福祉費
（児童福祉、生活保護含む） 107

28

75

84

0 10060 804020

44

全国

指定都市
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エ 現状の国・地方の税源配分等における課題 

 (ア) 真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正 

地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるようにす

るため、国と地方の役割分担を抜本的に見直したうえで、その新たな役割

分担に応じた「税の配分」となるよう、具体的な工程を明示し、地方税の

配分割合を高めていく必要がある。 

現状における国・地方間の「税の配分」は６：４であり、一方、地方交付税、

国庫支出金等も含めた「税の実質配分」では２：８となっており、依然として大

きな乖離がある。 

このため、国と地方の役割分担に応じた地方税財源の充実確保を図るため、

地方消費税の配分割合の大幅な引き上げなど、基幹税からの税源移譲を行うこ

とにより、国・地方間の「税の配分」を、まずは５：５とすることを目指さな

ければならない。 

 
 

○ 国・地方における租税の配分状況（平成２３年度） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

： 
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６ 

 

地 方 

64兆9,088億円 

84.7％ 

税の配分 税の実質配分 

 国  11兆7,258億円 
15.3% 

 
地方税 

33兆4,037億円 

43.6％ 

 
国 税 

43兆2,309億円 

56.4％ 

《現 状》 

総額76兆6,346億円 総額76兆6,346億円 

地方交付税 17兆7,972億円

地方譲与税  2兆1,749億円

国庫支出金 12兆1,745億円

国直轄事業 

負担金等  △       6,415億

地 方 税 33兆4,037億円

： 

８ 

２ 

注 国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。 
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（イ） 大都市特有の財政需要に対応した都市税源の拡充強化 

大都市においては、消費流通活動が活発に行われていること及び法人が産業

経済の集積に伴う社会資本の整備などの利益を享受していることを踏まえ、都

市税源、特に地方消費税と法人住民税の配分割合を拡充強化する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、６月９日には、安定的な社会保障財源の確保等を求め、「社会保障と税

の一体改革」に関する指定都市市長会緊急要請を発出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「社会保障と税の一体改革」に関する指定都市市長会緊急要請 H23.6.9（抜粋） 

① 社会保障改革に伴う費用推計にあたっては、地方単独事業には実質的に全国的な制

度として行われているものが多く含まれていることを踏まえ、これらを含めた社会保

障サービス全体として給付と負担に関する把握を行い、国・地方を通じて安定的な財

源を確保すること。 

②  社会保障サービスは、国及び地方で提供されていることを踏まえ、消費税を引き

上げる際には、国の不足分のみに充てることなく、地方消費税・地方消費税交付金

の拡充を図り、地方行政を安定的に運営するための財源を確保すること。 

③ 消費税を目的税化する場合においては、その一部が地方固有の財源である地方交付

税の原資という現状を十分踏まえ、地方行政の運営に必要な地方交付税の総額を確保

すること。 

◆税の配分状況（平成23年度） 

１　個人所得課税

配分割合

国 所得税 134,900 億円 54.7%

個人道府県民税 43,985 億円 17.8%

個人事業税 1,886 億円 0.8%

小計 45,871 億円 18.6%

市町村 個人市町村民税 66,023 億円 26.7%

246,794 億円 100.0%

２　消費・流通課税

配分割合

国 消費税・揮発油税・酒税等 179,032 億円 73.5%

道府県 地方消費税・自動車税等 55,217 億円 22.7%

市町村 軽自動車税・入湯税等 9,311 億円 3.8%

243,560 億円 100.0%

３　法人所得課税

課税標準 表面税率 実効税率 配分割合

法人税 77,920 億円 法人所得 30.0% 28.0% 70.8%

地方法人特別税 15,657 億円 法人事業税額 148.0% 4.0% 10.1%

小計 93,577 億円 32.0% 80.9%

法人事業税 21,470 億円 法人所得 2.9% 2.7% 6.8%

法人道府県民税 4,839 億円 法人税額 5.0% 1.4% 3.5%

小計 26,309 億円 4.1% 10.4%

市町村 法人市町村民税 12,395 億円 12.3% 3.4% 8.7%

132,281 億円 39.5% 100.0%

合計

道府県

区分 国の予算額又は地方財政計画額

区分 国の予算額又は地方財政計画額

合計

区分

合計

国

道府県

国の予算額又は
地方財政計画額
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11月17日

12月14日

12月下旬

３月５日

６月22日

　　　　　◆ 予算編成過程における、一括交付金の制度設計

12月下旬

４月１日

　　　　　　　◆指定都市を含む市町村は、平成２４年度から導入予定

４月28日

24年４月１日

（２）税財政に関する国の動向

　　　◆ 地域主権改革に沿った財源の充実を図るため、地方交付税総額を0.5兆円増
　　　◆ 一般財源総額を確保した上で、臨時財政対策債を大幅縮減（△1.5兆円）

　　　　◆ 平成25年度までに、現行の直轄事業負担金制度の廃止とその後の
　　　　　　在り方について検討を得るとされている。

 
 
 
 
 
 
 
 
年
　
度

地域主権戦略大綱　閣議決定

 地域主権戦略会議 設置

地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律　閣議決定
（地域主権推進一括法案（第一次））

　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
度

22

21

　
　
　
　
　
　
　
年
　
度
　
以
　
降

23

政府予算案の公表
　地方交付税総額「０．５兆円」増額（対前年度）

地域自主戦略交付金（一括交付金）の導入（都道府県のみ）

政府予算案の公表
　地方交付税総額「１．１兆円」増額（対前年度）

｢地域主権改革の工程表｣発表（第１回地域主権戦略会議）

・「強い経済」「強い財政」「強い社会保障」を一体的に実現
・ 中期財政フレーム（H23～H25）を策定し、23年度～25年度の３か年は、「地方の
安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、22年度の水準を下回ら
ないよう実質的に同水準を確保する。」とされた。

財政運営戦略（22年６月22日）

国直轄事業負担金維持管理費　廃止

地域自主戦略交付金（市町村分）の導入予定

地域主権戦略大綱を踏まえ、関係法律の整備
　・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
　　関係法律の整備に関する法律
　・国と地方の協議の場に関する法律
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(３)平成23年度要望項目のうち、継続して要望が必要と考える事項

１　真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正
　
　・　消費税、所得税、法人税など複数の基幹税からの税源移譲を行い、国・地方間の
　　「税の配分」をまずは５：　５とすること

　・　国と地方の新たな役割分担に応じた「税の配分」となるよう、地方税の配分割合を
　　 高めていくこと

　・　地方公共団体間の財政力格差の是正については、地方税収間の水平調整ではなく、
　　 地方税財源拡充の中で地方交付税等も含め一体的に行うこと
　
２　大都市特有の財政需要に対応した都市税源の拡充強化
 ・　大都市特有の財政需要に対応するため、都市税源である消費・流通課税及び法人
　　 所得課税などの配分割合を拡充強化すること

　・　特に、地方消費税と法人住民税の配分割合を拡充強化すること
　
３　事務配分の特例に対応した大都市特例税制の創設
 ・　道府県に代わって行っている事務について所要額が税制上措置されるよう、道府県
　　から指定都市への税源移譲により大都市特例税制を創設すること

税制関係

１　国庫補助負担金の改革

 ・　国と地方の役割分担を明確にしたうえで、国が担うべき分野については、必要な経費
　　全額を国が負担するとともに、地方が担うべき分野については、国庫補助負担金を廃
　　止し、所要額を全額税源移譲すること
　
　・　地方の自由度の拡大につながらない単なる国庫補助負担率の引下げは、決して
　　　行わないこと
　
　・　一括交付金は、税源移譲までの経過措置とすること

２　地方交付税の改革等
  ・　地方財政計画の策定の際に、地方の財政需要を適切に積み上げるとともに、地方税
　　　などの収入を的確に見込むことで、必要な地方交付税の総額を確保すること
　
　・　国・地方を通じた歳出削減努力によってもなお生じる地方財源不足額の解消は、臨時
　　 財政対策債の発行等による負担の先送りではなく、地方交付税の法定率引上げによって
　　対応すること
　
　・　地方交付税の算定にあたっては、大都市特有の財政需要を的確に反映させる仕組みを
　　　構築するとともに予見可能性の確保に努めること

財政関係

8



 

 

 

（４）要望の進め方及びスケジュール 
 

 

政府、各政党及び衆参両議院総務委員会に対し、国予算の編成や税制改正の

審議等が本格化する時期に実施。 

 

 
 
 

 

（ア） 青本の作成 

 

時  期 内    容 

8月中旬 財政担当局長会議において原案確定 

9月 各都市において市長、議長決裁 

 

（イ） 税財政関係特別委員会 委員長会議 

 

時  期 内    容 

10月中～ 

  下旬 

党派別要望行動の協議、決定 

 

（ウ） 要望行動 

 

時  期 内    容 

幹事市（さいたま市）による内閣府・総務省・財務省への要望10月中～ 

  下旬 幹事市（さいたま市）による衆参両院総務委員会への要望 

11月中～ 

下旬 

党派別要望 

       
 

なお、「青本」や「白本」による要望のほか、必要に応じて「指定都市市長

会緊急意見」を発出するなど、国等の動向を見ながら効果的な要望を行う。 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

ア 進め方 

イ スケジュール 

9



 10

３ 新たな大都市制度の検討について 

１ これまでの経過と今後の予定 

本市の取組 
時期 

当局 市会 
参考：国等の動向 

21 年 1 月 

 

 

2 月 

 

 

 

 

○横浜市大都市制度検討委員会

「新たな大都市制度創設の提案

（最終報告）」 

○横浜・大阪・名古屋３市による

大都市制度構想研究会

「日本を牽引する大都市－『都市

州』創設による構造改革構想－」

を提言 

  

21 年 9 月 

 

22 年 1 月 

 

5 月 

○「新たな大都市制度創設の基本的

考え方」第１次素案を市会へ説明 

○「新たな大都市制度創設の基本的

考え方」修正素案を市会へ説明 

○「新たな大都市制度創設の基本

的考え方」《基本的方向性》を公表

＜⇒項目２（裏面）で説明＞

○特別委員会（第１次素案の検

討） 

○特別委員会（修正素案の検

討） 

○特別委員会（最終委員会・報

告書確定） 

 

○地方行財政検討会議設

置（22年１月） 

○地域主権推進一括法案

（第1次）提出（３月）

○指定都市市長会「特別

自治市」構想発表（５月）

22 年 5 月 

 

6 月 

 

 

 

7 月 

 

9 月 

10 月 

 

 

11 月 

 

12 月 

 

23 年 1 月 

 

2 月 

3 月 

○近隣自治体への説明（8月まで）

 

○「新たな大都市制度創設の基本

的考え方」《基本的方向性》に基

づき国・経済界へ要請･提案活動

（9月まで） 

 

 

 

○新たな大都市制度における広域

連携･財政調整に関する研究会設

置 

 

 

 

 

○地域主権改革シンポジウム（指定

都市市長会主催、本市共催） 

 

○新たな大都市制度における広域

連携・財政調整のあり方論点整理 

＜⇒項目３（裏面）で説明＞

 

 

 

 

 

 

○特別委員会（検討テーマの選

定） 

○特別委員会（検討テーマに係

る検討） 

 

 

○特別委員会行政視察（大阪

市・堺市） 

○特別委員会（検討テーマに係

る検討） 

○特別委員会（報告書案検討） 

 

○特別委員会（最終委員会・報

告書確定） 

 

 

○地域主権戦略大綱（６

月） 

○「地方自治法抜本改正

に向けての基本的な考え

方」（６月） 

 

 

 

 

 

 

 

○出先機関廃止に係るア

クションプランの策定

（12月） 

○「地方自治法抜本改正

についての考え方」策定

（23年 1月） 

23 年 6 月 

 

 

 

7 月 

○国等への要請行動・市民へのＰＲ

（随時） 

○周辺自治体との連携について協

議 

○指定都市市長会白本要望 

○大都市自治に関する有識者研究

会（仮称）設置 

 ○地域主権推進一括法第

１次成立・第2次提出（４

月） 

 

http://www.city.yokohama.jp/me/keiei/daitoshi/bunken/3shikenkyu/top.html
http://www.city.yokohama.jp/me/keiei/daitoshi/bunken/3shikenkyu/top.html


２ 新たな大都市制度創設の基本的考え方《基本的方向性》 

【⇒参考資料１（概要）・参考資料２（本文）のとおり】 

 

第１章 新たな大都市制度創設の必要性 

第２章 新たな大都市制度創設に向けた基本的姿勢 

 １ 国の成長拠点となる大都市をつくる 

 ２ 地方全体を支え、他地域と共生する大都市をつくる 

 ３ 大都市行政課題を有効に解決する 

 ４ 分権型社会にかなう大都市自治を拡充する 

 ５ 簡素で効率的な行政を実現する 

第３章 新たな大都市制度提案の基本的枠組み 

 １ 広域自治体から独立した、総合性と自立性の高い自治体 

 ２ 水平的・対等な連携協力を基本とする広域行政 

 ３ 役割・仕事量に見合った公平な税制 

 ４ 住民自治機能の拡充、市民主体の地域運営・課題解決 

第４章 実現に向けた取組方針 

 １ 国の動向に合わせた提言の発信 

 ２ 他の指定都市、市町村、府県、国との議論 

 

 

３ 新たな大都市制度における広域連携・財政調整のあり方論点整理 

【⇒参考資料３（本文）のとおり】 

 (1) 目的 

 現行の府県との関係を前提に、大都市が広域自治体から独立した場合に、当該広域自治体

及び周辺市町村の事務執行、財政面などにどのような影響があるかについて、客観的に検証

すること。 

 (2) 論点整理の概要 

ア 広域連携 

○ 大都市が広域自治体から独立しても、圏域の中心都市として周辺自治体の行政サービ

スに支障が生じないよう、積極的に水平的・対等な広域連携を推進していくべき 

○ 周辺の基礎自治体との広域連携に際しては、各自治体の財政力、行政サービス水準、

広域連携のニーズを考慮した上で進めていくことが必要 

イ 財政調整 

○ 大都市が府県から独立する場合は、地方交付税制度をはじめとした地方税財政制度全

体に影響を与えることになる。仮に全国的な制度に影響を与えない前提で財政調整を議

論するのであれば、それは府県や府県下市町村の財政的影響への対応のあり方を検討す

ることになる 

○ 横浜市が県から独立し、市域内の県税を徴収する場合に、県の税収や県下市町村への

県税交付金にどのくらい影響を与えるか等について検討することが必要 
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